
 

 

 

 

「トラック輸送における取引環境・労働時間改善熊本県地方協議会」設立趣旨 

 

 平成 27 年 4 月 3 日に閣議決定された「労働基準法等の一部を改正する法律案」に規定

されている割増賃金率引上げの施行（平成 31 年 4 月）につきましては、中小企業におい

て特に長時間労働者比率が高い業種を中心に関係行政機関や業界団体等との連携のも

と、長時間労働の抑制に向けた環境整備を進める必要があります。 

 このうち、トラック運送業においては総労働時間が長く、また荷主都合による手待ち

時間などトラック運送事業者のみの努力で改善することが困難な状況です。 

 このため、学識経験者・荷主・事業者・行政（厚生労働省・国土交通省）などにより

構成される協議会を中央及び各都道府県に設置し、実態調査・パイロット事業・長時間

労働改善ガイドラインの策定等を行うことにより、関係者が一体となって長時間労働の

抑制とその定着を図っていくこととします。 

 

 

（主な取り組み） 

 ○長時間労働抑制のための改善方策の検討 

  ①長時間労働の実態調査、対策の検討 

  ②パイロット事業（実証実験）の実施、対策の具体化 

  ③長時間労働改善ガイドラインの策定・普及 

  ④長時間労働改善の普及・定着 

 ○取引環境の改善に向けた方策の検討 

 

 

（今後のスケジュール）※予定 

  8 月 6 日 ･････････ 第 1 回協議会の開催 

  8 月～9月 ････････ 実態調査の実施 

  10 月～11 月 ･･････ 第 2 回協議会の開催 

  10 月～12 月 ･･････ 実態調査の集計・分析 

  1 月～3月 ････････ パイロット事業の実施内容の検討 

  2 月～3月 ････････ 第 3 回協議会の開催 

 

資料①－１ 



トラック輸送における長時間労働の抑制に向けたロードマップ

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

①中央・各都道府県において
協議会の設置・検討
（厚生労働省・国土交通省、
荷主、事業者等による協議会）

②長時間労働の実態調査、対策
の検討

協議会の設置

協議会の開催、パイロット事業の計画・検証、
対策の検討、ガイドラインの策定 等

調査の実
施、検証

定
期
的
な
フ
ォ
ロ
｜
ア

③パイロット事業（実証実験）の
実施、対策の具体化

④長時間労働改善ガイドラインの
策定・普及

⑤長時間労働改善の普及・定着

パイロット事業（実証実験）の実施
労働時間短縮のための助成事業

普及・定着の
促進、助成事
業の実施

ガイドラインの策定・普及

ア
ッ
プ
・
更
な
る
対
策
の
検
討
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

地方
協議
会
開催

地方協議会
開催

地方協議会
開催

・議題の調整（協議会開催
に至る背景、ロードマップの
確認、平成２７年調査の概
要とスケジュール説明・確

トラック輸送における取引環境・労働時間改善協議会の今後の進め方

学識経験者、荷主、事業者、行政（国土交通省・厚生労働省）などにより構成される協議会を中央及び各都
道府県に設置し、実態調査を行うことにより、次年度の以降のパイロット事業・長時間労働改善ガイドラインの
策定等に向け、実態の把握を行う。

平成27年度の地方協議会の進め方

作業スケジュール（熊本地方協議会）

・議題の調整（実態のヒア開催要とスケジュール説明・確
認）
・調査票送付先の検討

・議題の調整（実態のヒア
リング（運送事業者・荷
主）、調査の進捗状況報
告）

○実態調査の実施・検証

・中央協議会で作成した調査票に
おいて実施

○パイロット事業の実施内容の検討

・調査の結果報告

・パイロット事業の実施
内容の検討

○実態調査の集計

中央協議会
開催

中央協議会
開催

中央協議
会開催
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